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～都庁で知的障害者の短期雇用を実施しています～
　

TOPICS

＜問い合わせ先＞

　産業労働局雇用就業部就業推進課

「チャレンジ雇用」とは？
国の各府庁や各自治体において、
障害者を1年以内の期間を単位と
して短期雇用し、その業務経験を
踏まえて一般企業への就職の実現を
図るもので、国が推進しています。

03-5320-4663ß

パソコン入力業務中。
作業はとても正確です。
スムーズに業務をこな
しています。

資料準備作業中。
作業は丁寧かつ
手早く、てきぱきと
行っています。
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障害者の雇用就業特集

　都は「10年後の東京」（平成18年12月策定）で掲げているように、今後10年間で東京の障害者雇用の
3万人以上の増加を目標としています。そこで、障害者の雇用に取り組む企業を集中的に支援するために、
以下の2つの事業を行っています。

障害者を雇用する中小企業への賃金助成！
～東京都中小企業障害者雇用支援助成金～

特例子会社の設立支援！
～東京都特例子会社設立支援助成金～

　障害者雇用が進んでいない都内の中小企業に対して、
障害者雇用の拡大と職場定着の一層の促進を図るため
に、今年度新たに開始した助成制度です。障害者の離職
割合が高い当初3年間の改善を図るため、国の特定求職
者雇用開発助成金（特開金）が支給満了となる障害者を
引き続き雇用する中小企業に対して、さらに都が独自の
賃金助成を行うとともに、相談員の巡回訪問により雇用
の継続をバックアップします。

　＜助成金の概要＞
①要件
○障害者を雇用し、特開金の支給を受け、平成20年3月
　31日～平成23年3月30日までの間に支給対象期間
　が満了となった後も、引き続き雇用を継続する事業主
　であること。
○中小企業であること（特例子会社除く）
○障害者の就労場所が都内であること。
○障害者の雇用管理をより適正なものとするため、相談
　員の巡回訪問･相談を受けること。
②助成内容
○重度身体障害者、重度知的障害者、身体障害者のうち
　45才以上の者、知的障害者のうち45才以上の者、精
　神障害者･･･1人当たり月額3万円（定額）
○上記以外の障害者･･･1人当たり月額1万5千円（定額）
　※6か月毎にまとめて支給。最長2年間支給。

　「障害者就業･生活支援センター」は、障害者の雇用の促進等
に関する法律に基づいて設置されている施設で、障害者の職業
生活における自立をはかるため、身近な地域で雇用、保健福祉、
教育等の関係機関と連携しながら、障害者の就業面と生活面に
おける一体的な支援を行っています。障害者就業･生活支援セ
ンターは、知事が指定する社会福祉法人やNPO法人等が運営
しており、このたび東京都で5つ目のセンターとして「TALANT（
タラント）」が指定されました。
　「TALANT」はNPO法人わかくさ福祉会の運営で八王子市に
オープン。センターの名称「TALANT」はギリシャ語で「才能･能力･
賜物」を意味しており、障害者個々の「才能･能力」を活かすこと、
そのサポートを行うことを目指し、八王子市を中心とした南多摩

地域で活動しています。地域の支援
機関（市役所、ハローワーク、医療･福
祉機関等）と連携を図り、原則的に
三障害（身体、知的、精神）をお持ち
で一般就労を希望する方、またはす
でに一般就労されている方の就業
面と生活面の支援を行います。

　＜助成金の概要＞
①要件
○特例子会社を都内に設立予定であること。
○特例子会社の認定日が平成20年6月2日以降（平成
　23年3月31日まで）であること。
○都が主催するセミナー等で行う普及啓発事業等へ　
　ご協力いただけること。
②助成内容
○特例子会社を設立するための必要対象経費の2分の1
　（上限300万円）
例：備品購入費（什器類･コンピュータ等）
　  工事請負費（屋内･屋外各種工事等）
　  印刷製本費（パンフレット･チラシ等印刷）　等

両事業とも申請方法、提出書類などはTOKYOはたらく
ネットhttp://www.hataraku.metro.tokyo.jp/ をご覧くだ
さい。

　障害者の雇用環境に配慮した特例子会社を都内に設
立する事業主に対して、都が独自に設立費用の一部を助
成することにより特例子会社設立の動きを加速させ、都
内における障害者の就業機会の拡大を図る事業です。

　  特開金とは？　
ハローワーク等の紹介により、継続して
雇用する労働者として障害者を雇い入れた
事業主に対して支給される国の助成制度です。

　   特例子会社とは？　
事業主が障害者の雇用に特別の配慮を
して設立した子会社で、一定の要件を
満たし、国の認定を受けたものです。

【問い合わせ先】

　産業労働局雇用就業部就業推進課
03-5320-4663

　【問い合わせ先】

　産業労働局雇用就業部就業推進課
03-5320-4663

「TALANT」の代表者に小田雇用就業部長から
指定書が手渡されました。

※障害者就業･生活支援センターTALANT

042-648-3278
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【問い合わせ先】

03-5320-4663ß
03-3302-7285ß

パンの販売は今年も大好評でした。

パネル展示でわかりやすく
障害者の就業状況を紹介。

　9月は「障害者雇用支援月間」です。産業労働局と東
京しごと財団は、企業や都民に対して、障害者雇用の
機運を高め、障害者の就業機会拡大を支援するために、
東京しごとセンター特設展示コーナーにて障害者の就
業状況を紹介する「特設パネル展」を開催しました。
　パネル展では障害者の雇用状況、特例子会社の取組、
就労支援機関の取組事例、職業訓練内容等を紹介。また、
映像コーナーも開設し、特例子会社で障害者が就労し
ている様子を放映しました。
　展示期間のうち木･金曜日には、障害を持つ方がパン
の製造･販売を行っているベーカリー店の出張販売が行
われ、障害者の就労状況を実際に見て理解していただ
く機会となりました。

　東京都では、就業が困難な若者の就業支援を行うため、NPO 法人から、若者の感覚･目線に沿った事業の企画提
案を募集し、選ばれた事業に対し、その実施に必要な経費の一部を助成する「東京都若者就業支援プロジェクト事業」
を平成 18年度から実施しています。
　今年度は提案された事業のうち、下記のNPO法人の 4事業を選定しました。
　各事業の進捗状況については、TOKYOはたらくネット http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
で随時お知らせする予定です。　　　　　　　　　　　　　　　　産業労働局雇用就業部就業推進課 03-5320-4720

　東京都が昨年8月1日に国分寺に開設した「東京しごとセンター多摩」は、全年齢層を対象とした就業支援事業を行っ
ており、開設 1 年で延べ 1 万人を超える都民の皆様にご利用いただいています。さらに多くの方々に利用していただ
くため、“就職に関する総合的イベント” を行うことになりました。就職面接会やセミナーなど、1 日で様々な催しに
参加できますので、ふるってご参加ください！（年齢･性別問わずどなたでも参加できます）

ひきこもる若者のための就労
ネットワーク構築事業

「居場所（フリースペース）」に通う若者が、就労への一歩を踏み出
すために必要な情報を得られるよう、就労支援機関（地域若者サポ
ートステーションなど）との連携体制を構築する。

NPO法人
青山心理グローイングスペース
http://www011.upp.so̅net.ne.jp/g̅space/　　

若年無業者のための長期・多業
種就労訓練システム
「ジョブカレンダーシステム構築
のための調査研究事業」

従来のインターンシップなどとは異なり、様々な業種の就労訓練
を長期にわたって体験することで、若者が自分に合った仕事を見
つけやすくする。業種ごとの繁閑期を調査してジョブカレンダー
を作成し、活用することで、通年で間断なく多業種の訓練を行え
るようにする。

NPO法人
青少年自立援助センター
http://home.interlink.or.jp/̃ysc/　　

03-3499-3955

042-553-2575

見てみよう 福祉の現場
（心身障がい児学童保育体験
プログラム）

就業困難な若者が仕事に対する「初めの一歩」を踏み出すために、
ワークショップや個別相談会を実施する。また、福祉の仕事を身
近なものに感じられるよう、心身障害児学童保育での体験ボラン
ティアを行う。

NPO法人
みんなの家
http://home.interlink.or.jp/̃ysc/　　

03-3759-5288

企業のための若者就業支援
情報誌「ユースジョブサポート」

企業の若者就業支援に関する情報を記事としてまとめ、企業向け
の情報誌を発行する。企業間で若者就業支援策を共有することで、
受入れの促進を図る。また、これらの情報を「企業の社会的責任」
の取組として広く発信し、社会全体で若者の就業を支援すること
を目指す。

NPO法人
ワーカーズコープ
http://blog53.fc2.com/workerscoop/
http://home.interlink.or.jp/̃ysc/　　

03-6907-8037

産業労働局雇用就業部就業推進課
東京しごと財団心身障害者職能開発センター

13時 30 分～16 時 30 分
（受付時間 12時 30 分～ 16 時、予約不要･入退場自由）
事務系職種を中心に多摩地域の企業約24社が参加します。
履歴書を複数枚お持ちください。
※参加にあたってはしごとセンターの登録が必要です。
　（当日登録可）

◆江村林香氏（㈱エアトランセ社長：日本初の女性の航空会社社長）
　トークショー　　10時～ 11時 30分
　「にわとりのあたま～まずは小さな世界で一番になる」
　（定員80名･要予約）

◆好印象を与えるカラーコーディネート術 13時30分～14時30分
◆女性必見 !就活メイクアップ大作戦 15時30分～16時30分
　（各定員 30名・要予約）

◆面接のマナー
　キラリと光る立ち振る舞い&テクニック
　1回目：10時15分～11時15分   2回目：11時45分～12時45分
◆社会人のマナー
　知って得する一目おかれるテクニック
　1回目：14時～ 15時　2回目：15時 30分～ 16時 30分

　（各定員 18名・要予約）

◆なんでも相談コーナー
　キャリアカウンセリング、最終面接チェック、履歴書添削など
◆自分発見テストコーナー
　職業適性診断
◆情報コーナー
　労働相談情報センター、職業能力開発センター

【予約申込み・問い合わせ先】 042-329-4524ß東京しごとセンター多摩

東京しごとセンター多摩　おかげさまで1周年
10月21日（火）10時～16時30分10月21日（火）10時～16時30分

立川グランドホテル 4階（JR立川駅北口徒歩 2分）立川グランドホテル 4階（JR立川駅北口徒歩 2分）

合同就職面接会 ビジネスマナーを磨く

しごとに関する相談・情報コーナー
イベント＆スペシャルセミナー

※イベントの詳細は http://www.tokyoshigoto.jp/tama/でもご紹介しています。

【問い合わせ先】
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　東京労働局では、首都圏の各労働局と連携して、労働者派遣法制度の周知･徹底のためのセミナー開催や個別指導監
督の強化などの取り組みを集中的に行います。

＜その1＞

　職業能力開発センター等の職業能力開発施設、工業
高校、専門学校でものづくりに励んでいる若者が全国
から集まり、技を競い合う「若年者ものづくり競技大会」
が、8 月 6 日～ 8 日、職業能力開発総合大学校と同東
京校を会場に行われました。
　この大会は、原則として、企業等に就業していない
20歳以下の若年者を対象にしており、若者の技能向上、
就業促進を図り、あわせて若年技能者の裾野の拡大を
目的にして行われています。
　中央職業能力開発協会主催で 3 回目の開催となる今
大会では、メカトロニクス、機械製図（CAD）、旋盤、
電気工事など 14 の職種で、全国から208 名の若者が
参加し、日頃から鍛えた技を競い合いました。
　都立職業能力開発センターからは、中央・城北職業
能力開発センター板橋校と城東職業能力開発センター
江戸川校の機械加工科の訓練生　計5名が、旋盤とフライ
ス盤の競技に出場し、日頃の訓練の成果を発揮しました。

　大会ではフライス盤の部門で、江戸川校の福島さん
が第 1 位という優秀な成績をおさめ、厚生労働大臣賞
を受賞されました。
　訓練生たちは大会に向けて、通常の訓練終了後や夏
休みにも登校したりし、競技課題の習得に励みました。
この経験を生かして、ものづくりの技能向上に向け、ま
すますスキルアップを図っていかれることと思います。

次代を担う若者がものづくりの技を競い合う
～第 3回若年者ものづくり競技大会～

「旋盤」の競技風景。
高精度な製品を作り出すため
には、最適な加工手順、刃物
の選定、加工方法、そして正
確な測定が求められます。「旋
盤」では円筒材料を回転させ
て加工をします。

「フライス盤」の競技風景。
「フライス盤」は平面材料を左
右、上下に動かして、溝形状、
傾斜形状に加工します。

＜その2＞

　東京都では、ものづくりに関心ある若者を、職人の
方が経営する事業所に弟子入りさせて、ものづくりを
体験させる「職人塾」を実施しています。職人の方の
指導の下、若者が優れた職人技を目にし、ものづくり
を実際に体験することで、ものづくり職種への就業の
契機にするとともに、技能の継承、後継者の育成に結
びつけていくことを目的としています。貴金属装身具、
本染手拭、タイル張りなど様々な職種で、6 月下旬か
ら随時行われています。
　今回は本染手拭の技能を体験している現場を取材し
ました。江戸川区にある村井染工場でものづくり体験
をしている女性は、都の伝統工芸士でもある職人の方
から丁寧に指導を受けていました。
　本染手拭の製作は①生地巻き②型付け③染め④水洗
い⑤乾燥⑥生地巻き⑦仕上げと多くの工程を経て行わ
れています。受講生は最初、生地巻きや水洗いを体験し、
その後難しい工程に順次チャレンジしていきます。

　受講生は今まで染物経験がなかったそうですが、普
段の生活で手拭を使うことがあり、本染手拭に興味を
持ち参加したと話してくれました。職人の方から直接
ものづくりの基礎を学べるこの経験が、ものづくり技
能継承のきっかけになればと思います。
（本事業は都が東京都職業能力開発協会に委託し、実施しています。）

　都立職業能力開発センターでは、このほかにも、下記でご紹
介している「ものづくり体験塾」など、若者のものづくりを応
援する取り組みを行っています。職業能力開発センターからも
のづくりへの第一歩を踏み出してみませんか？
　詳細はTOKYOはたらくネット
http ://www.hataraku.metro .tokyo. jp/ をご覧ください。

「ものづくり職人」と「ものづくりに興味をもつ
若者」との出会いの場～職人塾（本染手拭）～

水洗い作業を行う受講生。
（その後、ものづくり職場での
就業が決まりました。）

創業72年の
村井染工場。
風にたなびく
手拭が鮮やか
です。

　都では、ものづくり体験や企業見学等を通じ、ものづくりの具体的なイメージや理解を深めるとともに、
将来の職業選択の契機にしていただくため、「ものづくり体験塾」を実施しています。

参加費無料

日程 体験内容 会場 申込先

11月17日（月）～19日（水）

12月 1日（月）～4日（木）

12月 8日（月）～11日（木）

城東職業能力開発センター　　 03-3683-0341城東職業能力開発センターTシャツの製作（CAD、縫製体験）

キーホルダーの製作・
屋内電気配線工事体験他

ポストカードの作成（印刷物の企画、
DTP、オフセット印刷の工程体験）

中央・城北職業能力開発センター

中央・城北職業能力開発センター
板橋校、赤羽校

中央・城北職業能力開発センター　03-5800-2611

中央・城北職業能力開発センター　03-5800-2611

◆対象　おおむね 34歳以下の方　◆時間　おおむね 9時～ 17時　◆定員　各 10名　◆申込　申込先へ電話で。
詳細は http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/ をご覧ください。　【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課　☎03-5320-4719

◆日程･内容　　　※この他、関連業種の企業見学等も行います。

◎派遣･請負適正化セミナー
◆日時　10月 8日（水）　13時 30分～16時
◆場所　文京シビックホール
◆講師　専修大学法学部教授　有田　謙司氏
（「今後の労働者派遣制度のあり方に関する研究会」メンバー）

◆講演　「労働者派遣制度の見直しの方向と派遣事業、請負事業」

10･11月は「首都圏 派遣･請負適正化キャンペーン」期間です　～なくそう違法派遣　まもろう派遣スタッフ～

【問い合わせ】

東京労働局需給調整事業部需給調整事業第二課　
☎03-3452-1474
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11月5日（水）・6日（木）
19日（水）・26日（水）・28日（金）

11月6日（木）・12日（水）

11月10日（月）・17日（月）

10月15日（水）・17日（金）

10月30日（木）・31日（金）

11月16日（木）・12日（水）

10月30日（木）
11月 4日（火）

労働法セミナー（基礎編）in 飯田橋 弁護士　園部　洋士氏 東京しごとセンター
地下2階講堂 120 名

100 名

100 名

100 名

90 名

70 名

100 名

労働相談情報センター
池袋事務所セミナー室

東京しごとセンター
地下2階講堂

昭島市保健福祉
センター「あいぽっく」

南部労政会館
第5・6会議室

八王子労政会館
2階第1会議室

武蔵野商工会館弁護士　園部　洋士氏

弁護士　宮里　邦雄氏

弁護士　棗　一郎氏

（株）フォーカスマネジメント
代表取締役　石井　亘氏

法政大学法学部
講師　山本　圭子氏

静岡大学法科大学院
教授　中村　和夫氏

労働判例のポイント解説

働く人のための実践労働法

よくわかる！労働時間管理のポイント
～「管理監督者問題」をふまえて～

人事担当者必見！職場ハラスメント対応策

人事担当者のための就業規則セミナー
～就業規則の活用と見直しのポイント～

みなおそう労働時間！ー「名ばかり管理職」事件を契機に

10月 3日（金）

10月 2日（木） 11時～15時30分

12時～15時30分

11時30分
　　　～15時30分

12時～15時30分

11時～15時

14時～19時

10時～17時

実施日 時間 場　所 担当所 問い合わせ先

10月15日（水）

10月24日（金）

10月17日（金）18日（土）

JR 大崎駅東西自由通路（夢さん橋） 労働相談情報センター　大崎事務所 03-3495-6110

03-5211-2346

03-5211-2346

03-3637-6110

03-5954-6110

042-321-6110

042-645-6110

労働相談情報センター　亀戸事務所

労働相談情報センター　（飯田橋）

労働相談情報センター　（飯田橋）

労働相談情報センター　池袋事務所

労働相談情報センター　国分寺事務所

労働相談情報センター　八王子事務所

京王井の頭線渋谷駅連絡通路

JR 昭島駅北口モリタウン前通路

京王線仙川駅前

新宿西口地下イベントコーナー

JR 赤羽駅北改札口構内

城東地域中小企業振興センター

正社員にチャレンジ！！

所　名 電話番号 所在地
飯田橋相談室 03-3239-2810 千代田区飯田橋 3-10-3  東京しごとセンター内
大崎相談室 03-5487-8225 品川区大崎 1-11-1  ゲートシティ大崎ウエストタワー 2F
日暮里相談室 03-5811-4301 荒川区東日暮里 5-41-2  NN ビル 4F
国分寺相談室 042-326-8666 国分寺市南町 3-22-10  労働相談情報センター国分寺事務所 2F

無料

　東京都労働相談情報センターでは、駅や広場等に臨時の相談場所を
設け、労働相談を実施します。「解雇された」「給料や残業代が支払わ
れない」などのほか、育児･介護休業や雇用保険など、働くこと・雇
うことに関する様々な相談に応じます。
　相談は無料、秘密は厳守します。労働問題に関する各種資料も無料
で配布しますので、お気軽にお立ち寄りください。

前回5月実施の様子。
新宿会場は19時まで
実施し、お勤め帰りの
方も立ち寄っていました。

　正社員への就職にチャレンジする意欲を持つ方に対して職業訓練を行い、より安定した
就業に向けてサポートします。受講中は生活費の心配なく訓練に専念できるよう受講奨励金（約15万円）を支給、
授業料･教科書代も無料です（ご利用にあたっては、所得等一定の要件があります）。まずは区市町村の「生活安
定応援窓口」からスタート。就職に役立つ知識や技能を身につけて、正社員にチャレンジしましょう！

◆訓練期間　12月 1日（月）～ 2月 27 日（金）
◆科目　Javaプログラミング技術科、ネットワーク管理者養成
　科、オフィスソフト総合科、訪問介護員 2 級養成科、医療･
　介護事務科、パソコン医療事務･介護事務科、経理ビジネス
　OA科、IT総合事務科、簿記･電子会計科、ビルクリーニング科、
　住宅リフォーム科、金融カスタマーサポート科
◆募集期間　10月 1日（水）～ 31日（金）
◆申込　区市町村の「生活安定応援窓口」で要件確認後、就職
　チャレンジ支援相談室でカウンセリングと訓練申込を行います。

科目･日程･実施施設等の詳細は、
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/challenge/
をご覧ください。
【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課
　　　　　　　 ☎03-5320-4726

平成20年 10月　街頭労働相談日程表

＜就業チャレンジ支援相談室＞

■職業能力開発センターのキャリアアップ講習 10月受付分
　夜間や休日に実施する仕事に役立つ短期講習
◆講習　Excel、Access、CAD製図（建築）、デジタル画像編集、
　技能検定冷凍空調（2級）受験対策（実技）、パソコン財務会計
　主任者（1級）受験対策、Power Point によるプレゼンテーション、
　介護福祉士受験対策（実技）等全 29コース 
◆対象　現在働いている方で都内在住または在勤の方
◆費用　授業料 1,600 円～ 6,500 円　ほかに教科書を各自購入
◆申込　往復はがきは 10月 8日（水）（消印有効）までに、FAX は
　10 月 10 日（金）までに必要事項を書き直接実施校へ。
　インターネットは 10月 10 日（金）までに下記HPから申込。
　講習内容・日程･実施校等の詳細は、
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/ か
FAX 情報サービス 03-3820-1200（BOX 番号 12345）にて
【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課　
　　　　　　☎03-5320-4719

職業能力開発センター  職業訓練の募集
〔在職者向け〕キャリアアップ講習
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★ 申込み・問い合わせ先：ヤングコーナー　☎ 03-5211-2851 

★ 申込み・問い合わせ先：総合相談係　☎ 03-5211-1571 

★ 郵送等にて申し込むセミナー

［求職者向け］東京しごとセンター多摩のセミナー ［求職者向け］東京しごとセンター多摩のセミナー ［求職者向け］東京しごとセンター多摩のセミナー 

＊セミナー参加にあたり、東京しごとセンター・東京しごとセンター多摩に
　未登録の方は、当日東京しごとセンターの利用者登録をしていただきます。 

http://www.tokyoshigoto.jp/

［求職者向け］東京しごとセンターのセミナー・講習 ［求職者向け］東京しごとセンターのセミナー・講習 

☆会場は東京しごとセンター多摩：国分寺市南町3－22－10東京都労働相談情報センター国分寺事務所内   
★申込み・問い合わせ先：東京しごとセンター多摩　☎042-329-4524　http://www.tokyoshigoto.jp/tama/ 

東京都産業労働局雇用就業部調整課発行 　
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 電 話 03（5320）4646　2008年（平成20年）9月25日発行　第1233号　
昭和22年8月25日創刊　印刷規格表1類　印刷番号(19)53　印刷 有限会社 オルディ

☆東京しごとセンターHPから一部のセミナーの申し込みが可能です。
☆会場は東京しごとセンター：千代田区飯田橋３－１０－３（一部を除く）

保護者

おおむね
34歳以下
（学生不可）

10月14日（火）～17日（金）

10月7日（火）～10日（金）

10月21日（火）～22日（水）

11月11日（火）～17日（月）

①10月2日（木）・3日（金）
②10月23日（木）・24日（金）

①

②

　　13時～17時
（17日のみ13時30分
   　　　～16時30分）


